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「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
」
の
表
記
に
関
す
る
菅
総
理
の
「
心
な
い
」
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
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平
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四
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平
成
二
十
三
年
四
月
八
日
に
福
島
県
郡
山
商
工
会
議
所
よ
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
対
し
て
、

「
福
島
の
風
評
被
害
を
助
長
す
る
よ
う
な
『
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
』
と
い

う
表
記
で
は
な
く
、 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
前
に
『
東
京
電
力
』
と
正
確
に

表
記
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
の
抗
議
文
が
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
に
対

し
て
「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所 

事
故
」
と
い
う
正
確
な
表
記
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
新
聞
各
紙
に
お
け
る
表
記
に
つ
い
て
は
改
善

が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。 

 

一
方
、
四
月
二
十
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
菅
総
理
に
対
し
、
「
四
月
十

一
日
付
け
の
内
閣
総
理
大
臣
菅
総
理
の
決
裁
で
設
置
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
事
故

に
よ
る
経
済
被
害
対
策 

本
部
の
開
催
に
つ
い
て
な
ど
の
文
書
に
お
い
て
、
い
ま
だ

福
島
原
子
力
発
電
所
と
い
う
表
現
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
四
月
十
五
日

付
け
の
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
、
イ
ン
タ
ー
ナ 

シ
ョ
ナ
ル
・
ヘ
ラ
ル
ド
・
ト
リ
ビ

ュ
ー
ン
へ
の
菅
総
理
の
寄
稿
文
に
お
い
て
は
、
福
島
原
発
、
福
島
第
一
プ
ラ
ン
ト
と

い
う
言
葉
は
計
五
回
も
言
及
し
て
い
る
の
に
、
東
京
電
力
と
い
う
言
及 

は
全
く
な

い
。
こ
の
よ
う
な
総
理
自
身
の
対
応
は
、
福
島
の
被
災
者
の
方
々
の
思
い
を
踏
ま
え

て
い
な
い
「
心
な
い
」
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
直
ち
に
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

の
修
正
を 

要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
菅
総
理
よ
り
、「
こ
れ
か
ら
表
現
を
す
る

と
き
に
は
十
分
留
意
を
し
て
い
き
た
い
し
、
今
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
早
速

ど
う
い
う
形
で
表
現
す
べ
き 

か
、
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
そ
れ
も
検
討
し

た
上
で
対
応
し
た
い
」
と
答
弁
が
な
さ
れ
た
。 

 

そ
こ
で
、
政
府
の
対
応
等
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

          

質 

問 

               

政 

府 

回 

答 
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一 

四
月
二
十
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
指
摘
を
受
け
て
、
政
府
は
、
官
邸

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
表
記
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
に
す
る
の
か
検
討
を
行
っ

た
の
か
、
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
検
討
結
果
を
踏
ま
え
表
記
の

修
正
を
実
施
し
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

二 

菅
総
理
は
、
五
月
二
十
六
日
か
ら
始
ま
っ
た
Ｇ
８
ド
ー
ヴ
ィ
ル
・
サ
ミ
ッ
ト
の

冒
頭
発
言
に
お
い
て
、
四
月
二
十
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
は
、「
表
現
を
十

分
留
意
し
て
い
き
た 

い
」
と
発
言
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
「
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
加
首
脳
会
談
に
お
い

て
も
、
Ｇ
８
ド
ー
ヴ
ィ
ル
・
サ
ミ
ッ
ト
内
外 

記
者
会
見
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、

「
福
島
第
一
原
発
事
故
」、「
福
島
原
発
事
故
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
世

界
に
「
福
島
」
へ
の
風
評
被
害
を
菅
総
理
自
身
が
ま
き
散
ら 
し
、
ま
た
、
菅
総
理

自
身
が
助
長
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
即
刻
、
風
評
被
害
に
苦
し
む
地
域
の
皆
様
に

お
詫
び
を
す
る
と
と
も
に
撤
回
と
訂
正
を
す
べ
き
だ
と
思
う
が
、
総
理
の
見
解
如 

何
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

 

 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
の
表
記
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
過
去
に

発
出
し
た 

文
書
等
一
部
を
除
き
、
御
指
摘
の
あ
っ
た
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
け

る
表
記
を
含
め
、
原
則
と
し
て
事
業
者
名
を
発
電
所
名
の
前
に
付
し
、「
東
電
福
島
第
一
原

発
事
故
」
等
と
し 

て
い
る
。 

 

政
府
と
し
て
は
、
国
際
会
議
等
の
場
を
含
め
、
当
該
事
故
に
つ
い
て
の
発
言
を
行
う
場

合
に
は
、
風
評
被
害
を
招
か
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

政 

府 

回 

答 


